
１　職員の任免等の状況について

　⑴　採用者の状況

　   採用方法には、試験による採用と選考による採用があります。

　ア　令和６年度採用試験の実施状況

　   　詳しくは を御覧ください。

　イ　令和６年度選考採用の実施状況

  　　選考採用については、暫定再任用職１７名（新規２名及び継続１５名）です。

　備考　暫定再任用とは、定年の段階的引上げの経過措置として、段階的に引き上げられた定年から公的年金の支給開始年齢で

　　　ある６５歳までの雇用と年金との連携を図るとともに、職員が長年培ってきた能力及び経験を公務内で有効に発揮できるよう

　　　にすることを目的とした制度です。

　⑵　退職者の状況

　　　退職には、次の事由による退職があります。

 ア　定年退職　定年により退職する場合

 イ　勧奨退職　人事管理上の目的から職員に定年前早期退職の勧奨を行い、職員がこれに応じて退職する場合

 ウ　自己都合退職　本人の都合により退職する場合

 エ　任期満了退職　任期満了により退職する場合

 オ　その他　死亡などにより退職する場合

　職種別事由別退職者数（令和６年度） 単位：人

　⑶　障害者の任用状況

　   障害者の雇用につきましては、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）により、障害者の雇用率が定め

　られています。法定雇用率及び令和５年６月現在の本市の雇用率は、次のとおりです。

２　服務、勤務条件等の状況について

　⑴　勤務時間その他の勤務条件の状況（令和５年４月１日現在）

本庁などの場合

月曜日から金曜日まで（休日及び祝日を除く。）

勤務時間　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

うち、休憩時間１時間

備考　業務運営上の事情により、特別な勤務が必要とする場合は、別に定めています。

12.8日

上下水道事業 上下水道事業

13.0日 18.7日
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制度の概要 平均取得日数

香芝市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成7年条
例第1号）の規定に基づき1年につき20日付与されます。
また、現年付与分で20日を超えない範囲で翌年に繰越し可
能です。

令和4年 令和5年

香芝市 香芝市

9.8日

香芝市 法定雇用率

令和5年度 2.73% 2.80%

合計 0 0 1 0 0

技能労務職 0 0 0 0 0

一般職 0 0 1 0 0

上下水道事業 定年退職 勧奨退職 自己都合退職 任期満了退職 その他

合計 14 0 21 25 1

技能労務職 4 0 0 7 0

一般職 10 0 21 18 1

任免・服務等について

https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/3/

香芝市 定年退職 勧奨退職 自己都合退職 任期満了退職 その他
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　⑵　服務の概要

　⑶　特別休暇等の導入状況

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であ
ると認められる場合

1年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が
定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)
の範囲内の期間

6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定
である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が
母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて
1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

必要と認められる期間

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹梢（しょう）血幹細胞移植
のための抹梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する
者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉
妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは抹梢血幹細胞移植
のため抹梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴
い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認
められるとき

必要と認められる期間

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献す
る活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、
その勤務しないことが相当であると認められるとき
イ　地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災
　地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他
　の被災者を支援する活動
ロ　障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身
　体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病
　にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施
　設であって市長が定めるものにおける活動
ハ　イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障
　害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障が
　ある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1年において10日の範囲内の期間

職員が結婚する場合で、結婚式その他の結婚に伴い必要と認め
られる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期
間

争議行為等の禁止

職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他
の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならな
い。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあお
つてはならない。（地方公務員法第３７条）

営利企業への従事等の制限

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企
業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置か
ない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企
業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。（地方公務員法
第３８条）
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特別休暇を与える場合 期　　　間

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤
務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地
方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務し
ないことがやむを得ないと認められるとき

秘密を守る義務
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
（地方公務員法第３４条）

職務に専念する義務
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力の
すべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従
事しなければならない。（地方公務員法第３５条）

政治的行為の制限
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはな
らず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならな
い。（地方公務員法第３６条）

基本原則 概　　　　　　　　要

法令等及び上司の職務上の命令
に従う義務

職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の
機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。（地方
公務員法第３２条）

信用失墜行為の禁止
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならな
い。　（地方公務員法第３３条）

　   地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３０条には「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且
　つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定されています。この趣旨を実現するために職
　員には、次のような服務上の制約が課されています。
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地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上にお
ける身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと
認められる場合

必要と認められる期間

その他市長が勤務しないことが相当であると認めた場合 必要と認められる期間

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進
又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認めら
れる場合

1年の6月1日から10月31日までの期間内における6日の範
囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又
は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務し
ないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出
勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下こ
の項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若
しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために
必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)の
ため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年において5日(その養育する中学校就学の始期に達する
までの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の
期間

要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該
世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、
10日)の範囲内の期間

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族
の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相
当であると認められるとき

親族に応じ連続する日数の範囲内の期間

生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必
要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、そ
の子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の
2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁
判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判
所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護
するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により
当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養
育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するた
め、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委
託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこ
の項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(こ
れに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67
条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、
１日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ご
との期間を差し引いた期間を超えない期間)

職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当
であると認められる場合

市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎
妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後１
年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る
子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養
育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当で
あると認められる場合

当該期間内における５日の範囲内の期間

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が保健指導又は健康診査
を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週ま
では2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1
回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示が
あった場合には、いずれの期間についてもその指示された
回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲
内で必要と認められる期間

女子職員が出産した場合
出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6
週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において
医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務
に従事する場合

1回につき2日以内で必要とする期間
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　⑷　育児休業及び部分休業の概要と取得状況

　⑸　介護休暇の概要と取得状況

　香芝市 　上下水道事業

３　職員の分限処分と懲戒処分の状況

　⑴　懲戒処分の概要

　懲戒処分の種類は、次のとおりです。

ア　免職　職員の意に反してその職を失わせる処分　

イ　停職　一定期間、職務に従事させない処分

ウ　減給　一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分

エ　戒告　職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分

　⑵　分限処分の概要

　なお、分限処分の種類は、次のとおりです。

ア　降任　現在の職より下位の職に任命する処分

イ　免職　職員の意に反してその職を失わせる処分

ウ　休職　職を保有したまま職員を一定期間職務に従事させない処分

エ　降給　職員が現に決定されている給料よりも低額の給料額に決定する処分

　令和５年度における懲戒処分及び分限処分を受けた職員の状況は、次のとおりです。

　香芝市

　上下水道事業

懲戒処分 該当なし

分限処分 該当なし

分限処分 休　　　職 13人 心身の故障のための長期の休養等

処分の種類 処分内容 処分理由

　分限処分は、公務能率性を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど一定の事由がある場合に行う
ものです。

処分の種類 処分内容 処分理由

懲戒処分 減　　　給 1人 信用失墜行為の禁止

　職員が配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があり、介護をするため勤
務しないことが相当であると認められる場合に取得できます。
　なお、介護休暇は、１日又は１時間単位で取得できます。介護休暇の期間は、一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通
算して６月を超えない範囲内で必要と認められる期間となります。

令和5年度取得者数 2人 令和5年度取得者数 0人

　懲戒処分は、職員に非違行為があったとき、職員の義務違反や服務規律違反に対して行われる処分であり、公務における規律と
秩序を維持することを目的とするものです。
　なお、この処分については、公平さを欠くことのないよう、各事案の内容等を詳細に調査し、香芝市職員の懲戒処分に関する指針
に基づき、慎重な審査を行った上で、決定しています。

育児休業 30人 育児休業 2人

部分休業 25人 部分休業 1人

　育児休業とは、子の３歳の誕生日の前日まで休業することができる制度です。
　また、部分休業とは、子の年齢が小学校就学の始期に達するまで、勤務時間の一部を勤務しないことができる制度です。

香芝市 令和5年度取得者数 上下水道事業 令和5年度取得者数
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４　研修の状況（令和５年度）

　⑴　人材育成基本方針の概要

　外部研修

近畿地方整備局 土質試験講習会 人

近畿地方整備局 コンクリート試験講習会 人

近畿地方整備局 アスファルト試験講習会 人

全国市町村国際文化研修所（JIAM） 自治体におけるSNSの活用 人

全国市町村国際文化研修所（JIAM） 法令実務B（応用） 人

　市町村職員研修センター主催研修 　独自研修

新規採用職員研修 27 人 新規採用職員研修 19 人

ハラスメント防止研修(管理職) 1 人 ライフプランセミナー 16 人

自治体法務研修(法制執務) 5 人 手話研修 13 人

3 人 ゲートキーパー研修 40 人

法学研修(民法) 1 人 31 人

窓口・電話応対に特化した接遇研修 2 人 個人情報保護に関わる研修 100 人

ストレスマネジメント研修 3 人 コンプライアンス研修 69 人

EBPM(EvidenceBasedPolicyMaking)研修 3 人 コンプライアンス研修 69 人

補助事業執行事務適正化研修（ハード事業） 4 人 人権研修（ハラスメントの防止について） 32 人

契約事務研修(基礎) 9 人 テールゲートリフター特別教育 21 人

職員採用面接官研修 2 人 あいサポーター研修 14 人

eラーニング研修:公文書の書き方 7 人 SDGs理解促進に係る 研修の実施について 24 人

係長研修 3 人 事務ミス防止研修 75 人

法学研修（地方公務員法） 3 人 法務研修【第一回】 61 人

契約事務研修（応用） 5 人 法務研修【第二回】 62 人

業務マニュアル作成力向上研修 2 人 法務研修【第三回】 64 人

選挙事務実務研修 2 人

滞納整理実務研修(滞納処分できる債権) 1 人

滞納整理実務研修(滞納処分できない債権) 2 人

地方公会計の基礎実務研修 2 人

補助事業執行事務適正化研修(ソフト事業) 2 人

eラーニング研修:地方自治法 7 人

2 人

3 人

パソコン研修 5 人

話し方・説明力向上研修 6 人

ワンペーパー資料作成研修 5 人

法学研修（改正民法） 4 人

DX(デジタル・トランスフォーメーション)研修 1 人

eラーニング研修:簿記会計の基礎 3 人

eラーニング研修:法制執務入門 9 人

ファシリテーション能力向上研修～効果的な会議の進め方～

「仕事と私生活を両立させる働き方」について（男女共同参画）

eラーニング研修:パソコン研修＜パワーポイント基礎＞

eラーニング研修:パソコン研修＜エクセル基礎＞
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研　　修　　内　　容 参加人数 研　　修　　内　　容 参加人数

　香芝市では職員の視野を広めて、その資質の向上を図り、市行政の高度かつ効率的な運営を行っていくため、次の研修を実施し
ています。

主　　　　　催 研　　修　　内　　容 参加人数
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５　職員の福祉及び利益の保護の状況

　⑴　香芝市職員安全衛生管理体制の概要

総括安全衛生管理者を補佐する者

備考　総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を統括管理します。

　　１　職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

　　２　職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

　　３　健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

　　４　労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

　　５　労働災害の防止に関すること。

　⑵　地方公務員災害補償の概要と実施状況

　　なお、令和５年度での公務災害認定については、次のとおりです。

　⑶　職員の健康診断の実施状況

　⑷　メンタルヘルス対策の状況

６　公平委員会の状況（令和５年度）

　公平委員会の概要

⑴　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。

⑵　職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。

⑶　職員の苦情を処理すること。

⑷　法律に基づきその権限に属せしめられた事務

不利益処分についての審査請求の状況 0件

職員の苦情相談の処理状況 0件

　　香芝市職員安全衛生規則の規定により、職員の健康診断を年１回実施しており、職員の健康状態の把握に努めています。
　　また、より良い職場環境の実現に向けて、職場巡回等により職場環境を把握し、改善に努めています。

　　本市では、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調となること
　を未然に防止することを目的として、ストレスチェックを実施しています。
　　また、職員自らがストレスや悩みを相談できるよう、必要に応じて心の健康相談室を利用し、臨床心理士等によるカウンセリン
　グを受けることができる体制を整えています。

　職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを目
的とし、職員の任免、懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設置される行政委員会で、次のような権限が与えられています。

事　　　項 件　数

給与等の勤務条件に関する措置要求の状況 0件

通勤災害 0件 2件

公務災害 0件 6件

産業医
健康診断を実施する等、労働者の健康管理等に当たるとともに、事業者又は総括安全衛
生管理者を指導助言する等、専門家として活動する医師

職員安全衛生委員会
労働者の健康障害を防止するための基本対策等で衛生に関する重要事項及び労働者
の危険を防止するための基本対策等で、安全に関する重要事項について調査審議する
ために設置される委員会

　　公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合に、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）に基づいて、災害を受
　けた職員又はその遺族に対し、被災職員の所属する地方公共団体に代わって必要な補償及び福祉事業を実施します。

区分
認定件数(件)

死亡 傷病

総括安全衛生管理代理者

安全管理者
総括安全衛生管理者の指揮の下に、職場の設備や作業方法等に危険がある場合にお
ける応急措置等、安全に係る技術的事項を管理する者

衛生管理者
総括安全衛生管理者の指揮のもとに、健康に異常のある者の発見・措置や、作業環境の
衛生上の調査等、衛生に係る技術的事項を管理する者

安全衛生推進者又は衛生推進者
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務づけられていない事業場において、施設、設
備等の点検、使用状況の監視等を行う者

　　香芝市では、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に基づき、職場における安全及び健康を確保するとともに、快適な職
　場環境を形成するため、香芝市職員安全衛生規則（平成１７年規則第１５号）を定め、次の者で構成される香芝市職員安全衛生
　委員会を設置しています。

総括安全衛生管理者
安全衛生管理者及び衛生管理者の指揮や、労働者の危険又は健康障害を防止するた
めの措置等、事業場の安全衛生に関する業務の統括管理を行う者
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